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労使協定の
必須項目 過半数組合･過半数代表者の要件 今回は「36協定」などの労使協定を締結する

際に､必ずご確認頂きたい過半数組合と過半数

代表者の要件について記します。

※①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し、

労働基準監督署に届け出ても無効になります。

※36 協定は締結して書面を労働基準監督署に届け出なければ有効になりません。必ず届出を行ってください。

●事業場に使用されている正社員だけでなくパートやアルバイトなどを含めた

　すべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。

●正社員だけでなくパートやアルバイトなどを含めたすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

●36 協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で､投票･挙手などにより選出します。

　※使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選出した場合は無効になります。

●労働基準法第 41 条第 2 号に規定する管理監督者でないこと

　※管理理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

【周知の具体例】

●常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける　　●書面を労働者に交付する

●磁気テープ､磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し､かつ各作業場に労働者が

　当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

❶ 労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその労働組合　❷ 過半数組合がない

場合は､労働者の過半数を代表する者 ( 過半数代表者 ) と､書面による協定を締結しなければなりません。

❶ 過半数組合の要件

❷ 過半数代表者の要件と選出のための正しい手続き

36 協定の締結時に、改めて事業場の労働者数および労働組合員数を確認し、
過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。

労働基準監督署に届け出た 36 協定は､労働者に周知しなければなりません。
　　周知しなかった場合には､労働基準法第 106 条違反になります (30 万円以下の罰金 )

✓
労働組合員数

すべての労働者
＞50％

(パートなども含む)

▲

労働組合の確認しましょう !
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